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衆
議
院
議
員
照
屋
寛
徳
君
提
出
米
兵
の
性
暴
力
・
犯
罪
に
対
す
る
認
識
、
対
策
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
米
軍
関
係
者
（
米
軍
の
構
成
員
若
し
く
は
軍
属
又
は
そ
れ
ら
の
家
族
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る

事
件
・
事
故
は
、
遺
憾
で
あ
り
本
来
起
き
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
強
固
な
日
米
同
盟
関
係
を
維
持
し

て
い
く
た
め
に
は
、
日
米
同
盟
関
係
に
対
す
る
日
米
両
国
の
国
民
の
支
持
を
得
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
日
本
国
民
の

米
軍
に
対
す
る
信
頼
が
米
軍
関
係
者
に
よ
る
事
件
・
事
故
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ
る
よ
う
な
事
態
が
生
じ
て
は
な
ら
な
い
と
考

え
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

基
本
的
人
権
の
尊
重
は
、
憲
法
の
基
本
原
理
の
一
つ
で
あ
り
、
憲
法
第
十
一
条
は
「
国
民
は
、
す
べ
て
の
基
本
的
人
権
の

享
有
を
妨
げ
ら
れ
な
い
。
こ
の
憲
法
が
国
民
に
保
障
す
る
基
本
的
人
権
は
、
侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
永
久
の
権
利
と
し
て
、

現
在
及
び
将
来
の
国
民
に
与
へ
ら
れ
る
。
」
と
規
定
し
、
さ
ら
に
、
憲
法
第
十
三
条
は
「
す
べ
て
国
民
は
、
個
人
と
し
て
尊

重
さ
れ
る
。
生
命
、
自
由
及
び
幸
福
追
求
に
対
す
る
国
民
の
権
利
に
つ
い
て
は
、
公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
、
立
法
そ

の
他
の
国
政
の
上
で
、
最
大
の
尊
重
を
必
要
と
す
る
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。
政
府
と
し
て
は
、
国
政
の
運
営
に
当
た
っ
て

一



は
、
全
て
の
国
民
が
等
し
く
享
有
す
る
基
本
的
人
権
に
つ
い
て
、
最
大
の
尊
重
を
必
要
と
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

警
察
庁
の
犯
罪
統
計
で
確
認
で
き
る
範
囲
で
は
、
沖
縄
県
内
に
お
い
て
女
性
が
被
害
者
と
な
っ
た
強
姦
等
事
件
（
強
姦
事

件
、
準
強
姦
事
件
、
強
姦
致
死
傷
事
件
、
集
団
強
姦
事
件
、
集
団
準
強
姦
事
件
、
集
団
強
姦
致
死
傷
事
件
、
強
制
わ
い
せ
つ

事
件
、
準
強
制
わ
い
せ
つ
事
件
又
は
強
制
わ
い
せ
つ
致
死
傷
事
件
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
警
察
が
認
知
し
た
も
の
の
う

ち
、
そ
の
被
疑
者
と
し
て
米
軍
関
係
者
を
沖
縄
県
警
察
が
検
挙
し
た
も
の
の
件
数
は
、
検
挙
の
年
別
に
、
平
成
元
年
が
三
件
、

平
成
二
年
が
三
件
、
平
成
三
年
が
二
件
、
平
成
四
年
が
二
件
、
平
成
五
年
が
四
件
、
平
成
六
年
が
四
件
、
平
成
七
年
が
三
件
、

平
成
八
年
が
一
件
、
平
成
九
年
が
一
件
、
平
成
十
年
が
一
件
、
平
成
十
一
年
が
三
件
、
平
成
十
二
年
が
三
件
、
平
成
十
三
年

が
三
件
、
平
成
十
四
年
が
二
件
、
平
成
十
五
年
が
四
件
、
平
成
十
六
年
が
一
件
、
平
成
十
七
年
が
一
件
、
平
成
十
八
年
が
零

件
、
平
成
十
九
年
が
二
件
、
平
成
二
十
年
が
四
件
、
平
成
二
十
一
年
が
零
件
、
平
成
二
十
二
年
が
一
件
及
び
平
成
二
十
三
年

が
零
件
で
あ
る
。

ま
た
、
法
務
省
の
資
料
で
確
認
で
き
る
範
囲
で
は
、
那
覇
地
方
検
察
庁
に
お
い
て
強
姦
等
事
件
に
つ
き
起
訴
又
は
不
起
訴

と
さ
れ
た
米
軍
関
係
者
の
人
員
数
は
、
平
成
二
十
年
が
起
訴
零
人
、
不
起
訴
四
人
、
平
成
二
十
一
年
が
起
訴
零
人
、
不
起
訴

二



零
人
、
平
成
二
十
二
年
が
起
訴
一
人
、
不
起
訴
零
人
及
び
平
成
二
十
三
年
が
起
訴
零
人
、
不
起
訴
零
人
で
あ
る
。

政
府
と
し
て
は
、
米
軍
関
係
者
に
よ
る
強
姦
等
事
件
は
、
遺
憾
で
あ
り
本
来
起
き
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

四
及
び
五
に
つ
い
て

米
軍
関
係
者
に
よ
る
事
件
・
事
故
の
防
止
策
に
関
し
、
様
々
な
意
見
が
あ
る
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
。
政
府
と
し
て
は
、

「
米
軍
人
・
軍
属
等
に
よ
る
事
件
・
事
故
防
止
の
た
め
の
協
力
ワ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ー
ム
」
の
枠
組
み
等
を
通
じ
て
、
米
国
政

府
と
の
間
で
、
御
指
摘
の
「
リ
バ
テ
ィ
ー
・
カ
ー
ド
制
度
」
を
含
む
様
々
な
犯
罪
防
止
策
や
米
軍
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
に
つ

い
て
協
議
し
て
き
て
お
り
、
実
効
性
を
伴
っ
た
再
発
防
止
策
が
米
軍
に
よ
っ
て
採
ら
れ
る
よ
う
具
体
的
な
申
入
れ
を
行
っ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
協
議
や
申
入
れ
の
詳
細
な
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
米
国
政
府
と
の
関
係
も
あ

り
差
し
控
え
た
い
。

六
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
要
請
を
、
米
軍
関
係
者
に
よ
る
強
姦
等
事
件
の
被
害
者
か
ら
の
意
見
の
一
つ
と
し
て
受
け
止

め
て
お
り
、
同
要
請
の
内
容
を
関
係
省
庁
間
で
共
有
し
て
い
る
。
今
後
も
、
様
々
な
意
見
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
米
軍
関
係
者

に
よ
る
事
件
・
事
故
の
被
害
者
の
救
済
に
つ
い
て
、
何
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。三



七
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
、
御
指
摘
の
「
事
件
」
及
び
「
事
故
」
の
用
語
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
御
指
摘
の
よ
う
な
相
違
が

存
在
す
る
と
は
認
識
し
て
い
な
い
。
御
指
摘
の
い
わ
ゆ
る
「
ぶ
ら
下
が
り
」
取
材
や
記
者
会
見
に
お
い
て
誤
解
が
生
じ
た
の

で
あ
れ
ば
、
適
切
な
表
現
で
は
な
か
っ
た
と
認
識
し
て
い
る
。

四


